
尼崎版総合戦略の策定について

平成27年６月16日
尼崎市企画財政局政策部まちづくり企画・調査担当

ー あまがさき創生に向けた意見交換会ー
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国の総合戦略（今後の施策の方向 基本目標）
（１）地方における安定した雇用を創出する（地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする）

（ア）地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備 （エ）地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用対策
（イ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組） （オ）ICT等の利活用による地域の活性化
（ウ）地域産業の競争力強化（分野別取組）

（２）地方への新しいひとの流れをつくる
（ア）地方移住の推進 （ウ）地方大学等の活性化
（イ）企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就労の拡大

（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
（ア）若い世代の経済的安定 （ウ）子ども・子育て支援の充実
（イ）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 （エ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を
連携する

（ア）中山間地域等における「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成
（イ）地方都市における経済・生活圏の形成
（ウ）大都市圏における安心な暮らしの確保
（エ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化
（オ）地域連携による経済・生活圏の形成
（カ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保
（キ）ふるさとづくりの推進
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尼崎市の将来推計人口（社人研ベース）

総人口

15-64歳人口

75歳以上人口65-74歳人口

15歳未満人口

推計値

H25策定の尼崎市総合計画では、「人口減少を緩やかにするために、人
口の年齢構成バランスを重視」。ファミリー世帯を中心とする現役世帯
の定住・転入の促進
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社会増加数
自然増加数
人口増減

昭和４４年以降の本市の人口動態

H17年以降は自然減が人口減少に追討ち。
社会減はH13年以降は△1千人台以下（Ｈ20・21年は社会増）と低く推
移

人口月報より

自然動態

社会動態
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市内間転居

転出

転入 16,435人

19,149人

17,320人

Ｈ24年人口動態調査 人数

人数割合では市内間転居が19千人と最も多い。
転入、転出の半数は1人世帯。（20代）
ﾌｧﾐﾘｰ世帯と非ﾌｧﾐﾘｰ世帯の人数比は、転入2：8、転出3：7、市内間転居4：

6。

ファミリー世帯…中学生以下のこどもがいる世帯

1人世帯
（非ﾌｧﾐﾘｰ）

2人世帯
（非ﾌｧﾐﾘｰ）

3人世帯
（非ﾌｧﾐﾘｰ）

その他
（非ﾌｧﾐﾘｰ）

3人世帯
（ﾌｧﾐﾘｰ）

4人世帯
（ﾌｧﾐﾘｰ）

2人世帯
（ﾌｧﾐﾘｰ）

その他
（ﾌｧﾐﾘｰ）

非ファミリー世帯 ファミリー世帯

市外に転出したﾌｧﾐﾘｰ世帯が5千人いる一方、市内
間転居したﾌｧﾐﾘｰ世帯も7千人いる
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Ｈ24年人口動態調査 世帯別人数

1人世帯以外は市内間転居が最も多い。
ファミリー世帯の転出入差は３人世帯△８００人、4人世帯△７００人。
非ﾌｧﾐﾘｰ世帯の２人世帯は＋１０００人。

ファミリー世帯の市外転出抑制、転入超過の非ﾌｧﾐ
ﾘｰ2人世帯を定住へつなげる

平成24年の世帯別人口動態
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ファミリー世帯の年代別移動状況
人数

38,412人 39,501人 49,676人 68,194人 65,954人 50,781人 67,158人 50,854人 22,513人 4,053人市内年代別人口
※全市人口＝457,216人 H24年3月31日現在

全ての年齢層において、市内間転居が最も多く、次いで転出、転入と続く
（転出超過）。
移動している年代は０ ９歳が最多で、次いで30 39歳。

小学生以下のこどもとその親世帯が移動の中心と考
えられる

転入 市内間転居転出
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阪神間6市人口密度比較
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阪神間6市人口密度 比較（Ｈ22国勢調査ほか）

阪神間6市可住地人口密度 比較（Ｈ22国勢調査ほか）

可住地人口密度…市域面積  工業専用地域 林野 主要湖沼面積 引  面積 対  人口 割合

出典：尼崎市都市計画マスタープラン2014



尼崎市の事業所数（尼崎地域産業活性化機構調査から）

事業所数は約21,000で大阪、神戸、堺、東大阪
に続く。しかしＨ8→18の間に2割以上減少 15



従業者数も大阪、神戸、堺、東大阪に続く。
大阪市とその周辺部の減少率が高い

尼崎市の従業者数（尼崎地域産業活性化機構調査から）

16
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作成：尼崎地域産業活性化機構 総務省「事業所・企業統計」「経済センサス」より



18

176,981

240,615 189,050

60.2

22.1

34.7

16.6

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1963
(S38)

1969
(S44)

1975
(S50)

1981
(S56)

1986
(S61)

1991
(H3)

1996
(H8)

2001
(H13)

2006
(H18)

2009
(H21)

2012
(H24)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

尼崎（人） 全国（百人） 尼崎製造業比率（％） 全国製造業比率（％）

従業者数（全産業）の推移

作成：尼崎地域産業活性化機構 総務省「事業所・企業統計」「経済センサス」より



19

尼崎市の流動人口（従業地・通学地）の推移
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出典：国勢調査
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従業地・通学地調査からみた尼崎
尼崎市内に通う人（H22）

全体21.1万人（従業19.7万人、通学1.3万人）

市内居住10.8万人
（就業9.9万人、通学0.9万人）

兵庫県内居住
5.4万人
（5.2万人、
0.2万人）

神戸市
1.1万人
（1万人、
-万人）

西宮市
1.5万人
（1.5万人、
-万人）

伊丹市
1.2万人
（1.2万人、
-万人）

  他（宝塚 川西 三田 
芦屋、明石など）1.5万人
（1.3万人、-万人）

大阪市
1.2万人
（1.1万人、
-万人）

その他大
阪府内
1.5万人
（1.5万
人、-万
人）

兵庫県外居住
3万人
（3万人、
0.1万人）

大阪府内
2.7万人（2.7万人、-万人）

尼崎市に住む人の就業地、通学地（H22）
全体22.4万人（従業20.4万人、通学2万人）

市内10.8万人
（就業9.9万人、通学0.9万人）

県内
3.5万人
（3.1万人、
0.4万人）

神戸市
1.2万人
（1万人、
0.2万人）

西宮市
1.1万人
（0.9万人、
0.2万人）

伊丹市
0.7万人

（0.7万人、-万人）

  他（宝塚 川西 三田 
芦屋、明石など）0.4万人
（0.4万人、-万人）

大阪市
4.5万人

（4.3万人、0.2万人）

その他大阪
府内1.5万
人（1.2万
人、0.2万
人）

県外
7.5万人
（6.9万人、
0.6万人）

大阪府内
6万人（5.5万人、0.4万人） 出典：国勢調査
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ひと咲き まち咲き あまがさき創生本部の設置

現役世代の定住・転入促進については全庁的な共通認識の下、各局で取り組む必要が
あることから、局長級以上職員による会議体（創生本部）を設置。
「現役世代の定住・転入促進ＰＴ」は創生本部の実行部隊として、人口ビジョンの検
討・策定及び総合戦略策定を取りまとめる。⇒総合戦略策定ＰＴへ改称

現役世代の定住・転入促進については全庁的な共通認識の下、各局で取り組む必要が
あることから、局長級以上職員による会議体（創生本部）を設置。
「現役世代の定住・転入促進ＰＴ」は創生本部の実行部隊として、人口ビジョンの検
討・策定及び総合戦略策定を取りまとめる。⇒総合戦略策定ＰＴへ改称

ひと咲き まち咲き あまがさき創生本部
市長が座長を務め、局長級以上職員による全庁的な会議体
平成26年12月設置（計4回実施）

（Ｈ25）
本市総合計画に掲げる「現役世代の定住・転入
促進」を進めるため、関係課長からなる「尼崎
市現役世代の定住・転入促進施策庁内検討プロ
ジェクトチーム」を設置（Ｈ26要綱化）

（Ｈ25）
本市総合計画に掲げる「現役世代の定住・転入
促進」を進めるため、関係課長からなる「尼崎
市現役世代の定住・転入促進施策庁内検討プロ
ジェクトチーム」を設置（Ｈ26要綱化）

（Ｈ26）
「まち・ひと・しごと創生法」成立。
国は人口の長期ビジョンと総合戦略を策定
し、地方においても策定するよう求めてい
る。

（Ｈ26）
「まち・ひと・しごと創生法」成立。
国は人口の長期ビジョンと総合戦略を策定
し、地方においても策定するよう求めてい
る。
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創生本部の開催概要

１ 今後の総合戦略検討体制について
２ ６つの基本目標における戦略パッケージ（案）について
３ 人口ビジョン策定に伴う市民アンケート調査の実施について

第４回（5月20日）

１ 尼崎版総合戦略の考え方について
○尼崎版総合戦略（骨格案）
○尼崎版総合戦略「Ⅰ基本的な考え方」の視座

２ 今後のスケジュール概要について

第３回（4月17日）

１ 国の総合戦略等の閣議決定について
○長期ビジョン、総合戦略

２ 地域住民生活等緊急支援のための交付金について
○地域消費喚起・生活支援型、地方創生先行型

３ 今後のスケジュール概要について

第２回（2月9日）

１ 「ひと咲きまち咲きあまがさき創生本部」の設置について
２ まち・ひと・しごと創生法の概要について
３ 本市の人口動態の概要について
（平成２４年度人口動態調査結果、同はがきアンケート調査結果）

第１回（12月19日）

議 題
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尼崎版総合戦略の策定方針

方向性は総合計画を基本とする

持続可能なまちづくりに向けて
ー「課題先進都市」から「課題『解決』先進都市」へー

持続可能なまちづくりに向けて
ー「課題先進都市」から「課題『解決』先進都市」へー

４つのありたいまち
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尼崎版総合戦略の基本的な考え方

ファミリー世帯を中心とした現役世代の定住・転入を促進する

他都市に先駆け超高齢社会を迎えるまちでの健康長寿を実現する

地域経済の振興による市内経済の循環を目指す

ひ と

ま ち

しごと
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尼崎版総合戦略「基本的な考え方」の視座
（１）人口の将来展望のアプローチ
・社人研の推計によると、２０６０年日本の人口は約８７百万人に、本市は約２５万人まで減少する見
込み。
・本市は２０６０年に総合戦略によりどの程度の人口が確保できるのか、持続可能なまちに向けて、ど
の程度の人口確保が必要なのかといった両面からのアプローチで検討していく必要があるのではない
か。

（２）本市の独自性の打ち出し
・本市は、数十年後に他の都市が経験するであろう課題に直面。「課題解決先進都市」を目指し、環境
や治安・マナー向上などに取り組むとともに、新たに、地域課題を解決する新しい仕事の振興や「学
習する地域」構想などシビック・プライドの向上に向けた取組に着手。
・自ら地域課題を解決する地域社会づくりに向けた取組を本市の独自性として示してはどうか。
（３）三大都市圏にありながら人口減少都市である
・本市は地方から人口が流入する都市圏にありながら、阪神間で唯一人口が減少。関西圏、阪神間の一
都市としての視点も必要ではないか。
・近隣他都市から一方的に人口を奪うことは地方創生の主意ではなく、転出をいかに抑制するかが最大
のポイントと考える。

（４）超高齢社会の到来
・「ファミリー世帯を中心とした現役世代の定住・転入促進」が命題。
・あわせて、今後、後期高齢者数が増大していくことは避けられず、まちの持続可能性の観点からも高
齢者が尊厳を保ち、安心して多様な暮らし方を選択できる地域社会に向けて予防的措置の方策を示し
ていく必要があるのではないか。

（５）フォアキャストとバックキャスト思考
・総合戦略で示す５年内に人口の効果を出すことは非常に困難と想定。
・現状から見て、短期的効果が見込まれる取組を示すとともに、逆に人口ビジョンで示す２０６０年か
ら今日を振り返り、今、着手すべきことを考える将来の視点も必要である。
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６つの基本目標

ライフステージにあわせた６つの基本目標

出生 入学 就職・出産 退職・高齢

尼崎版総合戦略「基本目標」

子ども・
子育て支援の充実

学校・社会教育と人
材育成

土地利用 公共施
設 見直 

仕事の創出・就労と
所得水準の向上

超高齢社会への対
応

シビックプライドの醸
成

①

②

③

④

⑤

⑥
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あまがさき未来予想図
人口ビジョン・総合戦略を広く周知していくために、「あまがさき

の未来をこのように考えている」というイメージが伝わるよう
「あまがさき未来予想図」にまとめ、市民に発信していく。

あまがさき未来予想図尼崎版人口ビジョン

尼崎の確かな未来の姿を
イラストで描いたもの

総合計画

総合戦略

（行政向け） （市民向け）

未来予想図で描こうとしている“まち”の姿（参考）
・人生のスイッチが入るまち ・額に汗して働く大人が身近にいるまち
・まち中に学びの場があるまち ・ＰＰＫ（ピンピンコロリ）を進めるまち
・ワークライフバランスが実現するまち・若者の創業を応援するまち
・いくつになっても自転車で市内を行き来できるまち
・自らが支えあい、安全・安心を守れるまち
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本日ご意見をお伺いしたいこと

基本計画で示す「４つのありたいまち」や本日お示しし
た資料をもとに、「あまがさき未来予想図」で描く2025
年の尼崎がこんな“まち”になればいいなという「取組アイ
デア」を伺いたく存じます。
それをもとに、本市の総合戦略（骨子案）の方向性を確

認させていただきます。

いただいたご意見につきましては、市で内容を検討した
うえで、あまがさき未来予想図や人口ビジョン、総合戦略
のなかに盛り込ませていただきたいと考えております。


